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◎令和３年２月１日 第９版

生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル

◎令和２年4月20日

住居確保給付金の支給に係る事務の手引き

◎令和３年６月４日（随時バージョンアップ）

住居確保給付金の支給事務の取扱問答 vol.８

＜厚労省特設サイト＞

https://corona-support.mhlw.go.jp/

＜住居確保給付金相談コールセンター＞

０１２０-２３-５５７２（9：00～17：00：平日のみ）
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住居確保給付金住居確保給付金住居確保給付金住居確保給付金 マニュアル等マニュアル等マニュアル等マニュアル等

時期時期時期時期 変更内容変更内容変更内容変更内容

令和令和令和令和2222年年年年4444月月月月1111日～日～日～日～
・・・・年齢要件撤廃年齢要件撤廃年齢要件撤廃年齢要件撤廃（（（（以前は以前は以前は以前は65656565歳未満のみ利用可能歳未満のみ利用可能歳未満のみ利用可能歳未満のみ利用可能））））

令和令和令和令和2222年年年年4444月月月月20202020日～日～日～日～

・・・・減収要件の追加減収要件の追加減収要件の追加減収要件の追加（（（（以前は離職以前は離職以前は離職以前は離職・・・・廃業の場合のみ利用可能廃業の場合のみ利用可能廃業の場合のみ利用可能廃業の場合のみ利用可能））））

・・・・過去に住宅手当または住宅支援給付を受けた人も申請可能となる過去に住宅手当または住宅支援給付を受けた人も申請可能となる過去に住宅手当または住宅支援給付を受けた人も申請可能となる過去に住宅手当または住宅支援給付を受けた人も申請可能となる

令和令和令和令和2222年年年年4444月月月月30303030日～日～日～日～

・・・・求職活動要件の緩和求職活動要件の緩和求職活動要件の緩和求職活動要件の緩和（（（（コロナ影響によりコロナ影響によりコロナ影響によりコロナ影響により、、、、当分の間当分の間当分の間当分の間））））

※※※※ハローワークの登録ハローワークの登録ハローワークの登録ハローワークの登録、、、、職業相談職業相談職業相談職業相談、、、、応募応募応募応募・・・・面接については免除面接については免除面接については免除面接については免除

※※※※自立相談支援機関との面談は月自立相談支援機関との面談は月自立相談支援機関との面談は月自立相談支援機関との面談は月4444回から月回から月回から月回から月1111回に緩和回に緩和回に緩和回に緩和

令和令和令和令和2222年年年年5555月月月月7777日～日～日～日～

・・・・支援プランの作成は原則求めない支援プランの作成は原則求めない支援プランの作成は原則求めない支援プランの作成は原則求めない（（（（迅速化迅速化迅速化迅速化①①①①））））

・・・・生活困窮者自立支援統計システムへの入力不要生活困窮者自立支援統計システムへの入力不要生活困窮者自立支援統計システムへの入力不要生活困窮者自立支援統計システムへの入力不要（（（（迅速化迅速化迅速化迅速化①①①①））））

令和令和令和令和2222年年年年5555月月月月29292929日～日～日～日～

・・・・クレジットカード払いも対象に含めるクレジットカード払いも対象に含めるクレジットカード払いも対象に含めるクレジットカード払いも対象に含める（（（（この場合この場合この場合この場合、、、、本人支給とする本人支給とする本人支給とする本人支給とする））））

令和令和令和令和2222年年年年6666月月月月8888日～日～日～日～

・・・・延長延長延長延長、、、、再延長の審査事務の簡略化等手続きの迅速化再延長の審査事務の簡略化等手続きの迅速化再延長の審査事務の簡略化等手続きの迅速化再延長の審査事務の簡略化等手続きの迅速化（（（（迅速化迅速化迅速化迅速化②②②②））））

・・・・休眠預金等については休眠預金等については休眠預金等については休眠預金等については、、、、確認のための添付書類は不要確認のための添付書類は不要確認のための添付書類は不要確認のための添付書類は不要

令和令和令和令和2222年年年年7777月月月月1111日～日～日～日～
・・・・支給額計算の変更支給額計算の変更支給額計算の変更支給額計算の変更（（（（一部支給の場合の支給額アップ一部支給の場合の支給額アップ一部支給の場合の支給額アップ一部支給の場合の支給額アップ））））
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住居確保給付金の変遷住居確保給付金の変遷住居確保給付金の変遷住居確保給付金の変遷
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令和令和令和令和3333年年年年1111月月月月1111日～日～日～日～

・・・・令和令和令和令和2222年度中に新規申請した人のみ年度中に新規申請した人のみ年度中に新規申請した人のみ年度中に新規申請した人のみ、、、、最大最大最大最大12121212ヶ月受給可能ヶ月受給可能ヶ月受給可能ヶ月受給可能

※※※※再々延長時は資産要件が通常の半分の額になる再々延長時は資産要件が通常の半分の額になる再々延長時は資産要件が通常の半分の額になる再々延長時は資産要件が通常の半分の額になる。。。。

※※※※減収要件であっても規定の求職活動が必要減収要件であっても規定の求職活動が必要減収要件であっても規定の求職活動が必要減収要件であっても規定の求職活動が必要。。。。

・・・・求職活動要件等の求職活動要件等の求職活動要件等の求職活動要件等の「「「「当分の間当分の間当分の間当分の間」」」」措置の部分解除措置の部分解除措置の部分解除措置の部分解除

⇒⇒⇒⇒離職離職離職離職・・・・廃業の場合廃業の場合廃業の場合廃業の場合、、、、規定の求職活動が必要規定の求職活動が必要規定の求職活動が必要規定の求職活動が必要。。。。

・・・・支援プラン支援プラン支援プラン支援プラン（（（（システム入力システム入力システム入力システム入力））））に係る迅速化に係る迅速化に係る迅速化に係る迅速化①①①①の解除の解除の解除の解除。。。。

令和令和令和令和3333年年年年2222月月月月1111日～日～日～日～

住居確保給付金を過去に受給した人も再支給可能になる住居確保給付金を過去に受給した人も再支給可能になる住居確保給付金を過去に受給した人も再支給可能になる住居確保給付金を過去に受給した人も再支給可能になる。。。。

※※※※令和令和令和令和3333年年年年3333月末までに限る月末までに限る月末までに限る月末までに限る。。。。※※※※給付給付給付給付3333ヶ月限りヶ月限りヶ月限りヶ月限り。。。。

※※※※求職活動要件は新規申請と同様の要件が課される求職活動要件は新規申請と同様の要件が課される求職活動要件は新規申請と同様の要件が課される求職活動要件は新規申請と同様の要件が課される。。。。

令和令和令和令和3333年年年年4444月月月月1111日～日～日～日～

再支給再支給再支給再支給（（（（最長最長最長最長3333か月間か月間か月間か月間））））の申請期間を令和の申請期間を令和の申請期間を令和の申請期間を令和3333年年年年6666月月月月30303030日まで延長なる日まで延長なる日まで延長なる日まで延長なる

令和令和令和令和3333年年年年6666月月月月11111111日～日～日～日～

再支給再支給再支給再支給（（（（最長最長最長最長3333か月間か月間か月間か月間））））の申請期間をの申請期間をの申請期間をの申請期間を、、、、令和令和令和令和3333年９月年９月年９月年９月30303030日まで延長なる日まで延長なる日まで延長なる日まで延長なる

9999月月月月30303030日までの間に住居確保給付金の申請をした場合は日までの間に住居確保給付金の申請をした場合は日までの間に住居確保給付金の申請をした場合は日までの間に住居確保給付金の申請をした場合は、、、、職業訓練受講職業訓練受講職業訓練受講職業訓練受講

給付金との併給を可能とする給付金との併給を可能とする給付金との併給を可能とする給付金との併給を可能とする。。。。
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住居確保給付金の変遷住居確保給付金の変遷住居確保給付金の変遷住居確保給付金の変遷
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住居確保給付金（求職活動等要件整理表）
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●中止の要件（義務不履行、虚偽申告、退去などに加え）●中止の要件（義務不履行、虚偽申告、退去などに加え）●中止の要件（義務不履行、虚偽申告、退去などに加え）●中止の要件（義務不履行、虚偽申告、退去などに加え）

受給中に常用就職し、就労により得られた収入が収入基準額を超えた場合

は、原則として、収入基準額を超える収入が得られた月の分から支給を中止

する。

※失業給付（雇用保険）受給開始による収入増などは中止要件にならない

自治体事務マニュアルにある「支給の中止」に合致しなければ

3カ月継続して支給し続けることとなる。

●学生について●学生について●学生について●学生について

主たる生計維持者であるなど要件に該当すれば支給対象者となる。

●家賃支払いがクレジットカード払いの場合●家賃支払いがクレジットカード払いの場合●家賃支払いがクレジットカード払いの場合●家賃支払いがクレジットカード払いの場合

例外的に本人口座への支給が認められるようになった。（要確認）
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住居確保給付金（ポイント①）

ポイント①
●職業訓練受講給付金との併給は認められない。
途中で受給した場合は停止となる。（受給が終了後に再開可能）
申請者と同一世帯に属する者が職業訓練受講給付金を受給していない事

●申請時の収入の算入について●申請時の収入の算入について●申請時の収入の算入について●申請時の収入の算入について
a)就労等収入（給与収入、事業収入）
b)公的給付等（失業等給付、年金、手当）例：児童手当、児童扶養手当など
c)継続的な仕送り （例：養育費など）
d)借入金、退職金又は公的給付金等のうち臨時的な給付は算入しない算入しない算入しない算入しない
（例：特例貸付など）
＊新型コロナウイルス感染症拡大に関する給付金・融資については

収入・資産として参入しない。
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住居確保給付金（ポイント②）

令和３年９月３０日までの間に住居確保給付金の申請をした者は、

申請を受けて支給する住居確保給付金については、

職業訓練受講給付金との併給を可能。当該給付金は収入算定しない。当該給付金は収入算定しない。当該給付金は収入算定しない。当該給付金は収入算定しない。

特例措置特例措置特例措置特例措置

延長、再延長の申請も

併給可能（（（（10101010月月月月1111日以降）日以降）日以降）日以降）
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生活困窮者自立支援法施行規則の生活困窮者自立支援法施行規則の生活困窮者自立支援法施行規則の生活困窮者自立支援法施行規則の

一部を改正する省令の施行一部を改正する省令の施行一部を改正する省令の施行一部を改正する省令の施行

◆令和３年６月 11日

生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行（抜粋）

１１１１ 住居確保給付金の再支給の申請期間の延長について住居確保給付金の再支給の申請期間の延長について住居確保給付金の再支給の申請期間の延長について住居確保給付金の再支給の申請期間の延長について

住居確保給付金の支給が終了した方に対して、令和３年２月から６月末までの間、解雇

以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、３か月間に限り再支給を可能として

きたところですが、今般の規則改正により、本特例の申請の期間を令和３年９月 30 日

ま で延長します。 申請を開始する時期は、生活困窮者自立支援法施行規則改正後（令

和３年６月 11 日） です。なお、本特例による再支給の申請は１度限りとします。

２２２２ 職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給について職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給について職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給について職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給について

省令改正後の施行日から令和３年９月 30 日までの間に住居確保給付金の申請をした者

は、当該申請を受けて支給する住居確保給付金については、職業訓練受講給付金との併

給 を可能とします。

また、施行日の前日以前に住居確保給付金の申請をした者についても、職業訓練受講給

付金との併給を可能とします。ただし、令和３年５月以前の支給を除きます。
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住居確保給付金（再支給の申請）
最大最大最大最大9999か月プラスか月プラスか月プラスか月プラス

3333か月か月か月か月
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住居確保給付金の再支給の申請住居確保給付金の再支給の申請住居確保給付金の再支給の申請住居確保給付金の再支給の申請

■住居確保給付金の支給が終了した方

住居確保給付金の支給が終了した方に対して、令和３年９月30日まで

の間、解雇 以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、３か月

間に限り再支給を可能とするもの。なお、本特例による再支給の申請

は１度限り。

常用就職後に新たに解雇された場合や、雇用契約期間が満了した場合

で、本人に落ち度はなく、更新の意思があったにもかかわらず、使用

人の都合で契約されなかった場合。
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特例の再支給 ＊3か月間に限る

通常の再支給 ＊最長9か月

1010

初回初回初回初回

申請申請申請申請

3333か月か月か月か月

延長申請延長申請延長申請延長申請

3333か月か月か月か月

再延長再延長再延長再延長

申請申請申請申請

3333か月か月か月か月

令和令和令和令和3333年年年年4444月月月月1111日以降日以降日以降日以降の申請と、通常の再支給の場合の申請と、通常の再支給の場合の申請と、通常の再支給の場合の申請と、通常の再支給の場合

令和令和令和令和2222年度中に年度中に年度中に年度中に初回初回初回初回申請の申請の申請の申請の場合（特例の再支給）場合（特例の再支給）場合（特例の再支給）場合（特例の再支給）

初回初回初回初回

申請申請申請申請

3333か月か月か月か月

延長申請延長申請延長申請延長申請

3333か月か月か月か月

再延長再延長再延長再延長

申請申請申請申請

3333か月か月か月か月

9999月末までの申請月末までの申請月末までの申請月末までの申請

再支給再支給再支給再支給

3333か月か月か月か月

再々延長再々延長再々延長再々延長

申請申請申請申請

3333か月か月か月か月

最長最長最長最長15151515か月か月か月か月

最長最長最長最長9999か月か月か月か月

特例特例特例特例


